
■問い合わせ先

安来市健康福祉部子ども未来課

TEL：0854-23-3213

幼児教育・保育の無償化に伴う必要な手続きは？

お子様の年齢は？
（４月１日時点）

預かり保育料等の利用料を無償化するための

施設等利用給付認定の申請が必要です。
（各施設または子ども未来課へ申し出ください。手続きをご案内します。）

３歳～５歳０歳～２歳

市民税が課税されていますか？

非課税課税

支給認定の区分は？

２号または３号 １号

預かり保育を利用していますか？

はいいいえ

共働き等、保育の必要性が
ある世帯ですか？

いいえ はい

現在、どの施設を利用していますか？

認可外保育施設、一時保育、

ファミリー・サポート・センター事

業・病後児保育等（ただし、保育
認定を受けていない子ども）

認定こども園

幼稚園

保育所

（地域主導型保育
事業含む）

新制度未移行

の幼稚園

共働き等、保育の必要性が
ある世帯ですか？

はいいいえ

無償化の対象

ではありません。

特別な手続きは

必要ありません。
保育料が無償となります。
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